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南紀用水二期地区乗用自動車購入に係る仕様書 

 

１． 国に納入する車両の基本仕様は、以下のとおりとする。 

（１）基本仕様 

  ① 総排気量        1,490cc から 1,797cc まで 

  ② 車両タイプ       乗用自動車（新車）SUV 

  ③ 車両の種類       ハイブリッド車 

  ④ 駆動方式        ２WD 又は FF 車 

⑤ トランスミッション   CVT 又は、これに準ずる装置 

⑥ 台数                １台 

  ⑦ 車両重量        1,160kg から 1,370 kg まで 

⑧ 全長          4,180 ㎜から 4,455 mm まで 

  ⑨ 全幅          1,765 ㎜から 1,825 mm まで 

  ⑩ 全高          1,580 ㎜から 1,620mm まで 

  ⑪ 乗車定員        5 名（運転者含） 

  ⑫ 燃料種類        無鉛レギュラーガソリン 

  ⑬ 車体色         標準色から選択（シルバー系が望ましい） 

⑭ 付属品         別紙のとおり 

 

２．国に納入する車両は、以下の条件を満たすものでなければならない。 

（１）道路運送車両の保安基準（昭和 26 年運輸省令 67 号）で定める構造、装置等に適合する 

ものとし、スペアタイヤ（応急用）１本若しくはパンク修理キット１セットを備えること。 

（２）低排出ガス車認定実施要領（平成 12 年３月 13 日運輸省告示第 103 号）の定める「 

平成３０年度基準排出ガス７５％低減レベル（☆☆☆☆低排出ガス）」を満たしてい 

ること。 

但し、燃費に関しては環境物品等の調達の推進に関する基本方針（令和 8 年 2 月 3 日変

更閣議決定時点）のガソリン乗用自動車に係る燃費基準値を満たしているものと 

する。また、同方針に定める配慮事項に可能な限り配慮したものであること。 

（３）納入する車両は新車に限るものとする。 

（４） 別表に示す付属品以上のものを備えること。付属品等についても新品に限るものと 

する。 

（５）車両の車体色は、標準色（シルバー系が望ましい）とし、契約時に決定する。 
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３．納入場所については、以下のとおりとする。 

〒６３８－０８２１ 奈良県吉野郡大淀町下渕３８８－１ 

近畿農政局南近畿土地改良調査管理事務所 

 

４． 国に納入する車両の道路運送車両法（昭和 26 年法律第 185 号）による車両検査登録手 

続き及び、自動車の保管場所の確保等に関する法律（昭和 37 年６月１日法律第 145 号）に 

よる自動車保管場所証明書に係る手続きは落札者において行うものとし、これに要する経費 

は落札者において負担すること。また、申請に必要な委任状・申請書等は落札者の求めにより 

、国が記入押印を行うとともに必要な図面等を引き渡すこととする。 

 

５．国に納入する車両の自動車損害賠償責任保険料（保険期間 37 ヶ月)、自動車重量税及びそ 

の納付に要する経費は落札者において負担すること。 

 

６．国に納入する車両に関する、使用済自動車の再資源化等に関する法律（平成 14 年法律第 8 

7 号）に基づく再資源化預託金等は、落札者において負担し、預託証明書は車検証とともに 

、契約締結後提出すること。 

 

７．納入後の保証については、契約書第 9 条に規定するかし担保の責を負うほか、保証証券の 

定めるところによる。 

 

８．環境配慮のチェック・要件化 

（１）環境関係法令の遵守 

   受注者は、物品・役務の提供に当たり、関連する環境関係法令（グリーン購入法（平成 

12 年法律第 100 号）を遵守するものとする。 

（２）環境関係法令の遵守以外の取組 

ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。 

  イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況 

の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組（照明、空調の 

こまめな管理や、ウォ ームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等 

）の実施に努める。  

ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。 

エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。 

オ 工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。  

カ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の 

適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。 
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10．その他 

（１）落札者は、国が取得する自動車への付属品等の取り付けは、担当者の指定した方法で取 

り付けること。 

（２）落札者は、購入車両の自動車整備標準作業点数表（一式）を提出すること。 

（３）落札者は、１ヶ月点検及び 6 ヶ月点検を行いその費用は、落札者の負担とする。 

（４）納入期限は令和 9 年 3 月 31 日までとする。 

（５）その他の事項については、近畿農政局南近畿土地改良調査管理事務所庶務課の担当者の 

指示によるものとする。 



数量 単位 備       考

衝突回避支援システム等 1 式

ABS 1 式

パワーウィンドウ 1 式

オートエアコン 1 式

リヤワイパー 1 式

UVカット 1 式 若しくは、グリーンガラス等。

ナンバ－フレーム 1 式 フロント・リア。

ドアバイザ－ 1 式

フロアマット 1 式

ラゲッジマット等 1 式 ソフトタイプ。

カーナビゲーション 1 式
ナビ機能付き（ナビコンピュータ）
社外品可。

前方ドライブレコーダー 1 式 社外品可。

バックモニター 1 式 社外品可。

ETC（2.0） 1 式 社外品可。

スペアタイヤ又は補修キット 1 式

スタッドレスタイヤ 1 式 ハブナット含む。（必要があれば。）

装
備
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装備品・付属品

付
属
品


